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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
七
十
一
号

海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
四
十
二
条
の
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
酸

化
炭
素
の
放
出
の
抑
制
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
、
衝
突
の
防
止
そ
の
他
の
航
行
の
安
全
の
確
保
並
び
に
航
海

及
び
荷
役
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
構
造
、
装
置
又
は
性
能
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

二
酸
化
炭
素
の
放
出
の
抑
制
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
、
衝
突
の
防
止
そ
の
他
の
航
行
の
安
全
の
確
保

並
び
に
航
海
及
び
荷
役
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
構
造
、
装
置
又
は
性
能
を
定
め
る
告
示

海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
の
十
四
の
船
舶
の
区
分
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
、
装
置
又
は
性

能
（
以
下
「
構
造
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

構
造
等
と
す
る
。

一

外
航
船
舶
運
航
事
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て

行
う
船
舶
運
航
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
船
舶

別
表
一
に
掲
げ
る
構
造
等

二

内
航
船
舶
運
航
事
業
（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
行
う
船
舶
運
航
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
船
舶

別
表

二
に
掲
げ
る
構
造
等

別
表
一
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番
号

船

舶

構

造

等

１

２
の
項
又
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置

３
の
項
に
掲

一

主
機
関
又
は
推
進
装
置
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

げ
る
船
舶
以

イ

窒
素
酸
化
物
放
出
量
削
減
型
主
機
関
（
原
動
機
（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
を
低
減

外
の
船
舶

さ
せ
る
た
め
の
装
置
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
装
置
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

⑴

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
海
防
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
七
の
表

第
一
号
中
欄
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
二
号
中
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
原
動
機

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正

令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
一

キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
の
値
が
次
に
掲
げ
る
そ
の
使
用

す
る
放
出
海
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
値
以
下
と
な
る
も
の
（
次
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に
掲
げ
る
放
出
海
域
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

に
(i)

掲
げ
る
放
出
海
域
で
使
用
す
る
場
合
に
は

に
定
め
る
値
以
下
と
な
り
、
か
つ
、

(i)

に
掲
げ
る
放
出
海
域
で
使
用
す
る
場
合
に
は

に
定
め
る
値
以
下
と
な
る
も
の

(ii)

(ii)

）

海
防
法
施
行
令
第
十
一
条
の
七
の
表
第
一
号
上
欄
に
掲
げ
る
放
出
海
域

同

(i)
号
中
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び
用
途
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
号
下
欄
に
掲
げ
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
の
値
に
二
十
分

の
十
九
・
五
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
値

海
防
法
施
行
令
第
十
一
条
の
七
の
表
第
二
号
上
欄
に
掲
げ
る
放
出
海
域

同

(ii)
号
中
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び
用
途
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
号
下
欄
に
掲
げ
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
の
値
に
八
十
分

の
七
十
八
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
値

⑵

平
成
二
十
七
年
改
正
令
附
則
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
原
動

機
の
う
ち
平
成
二
十
七
年
改
正
令
に
よ
る
改
正
前
の
海
防
法
施
行
令
第
十
一
条
の

七
の
表
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
の
値
が
同
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
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、
能
力
及
び
用
途
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
下

欄
に
掲
げ
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
の
値
に
八
十
分
の
七
十
八

を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
値
以
下
と
な
る
も
の

ロ

電
子
制
御
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
主
機
関

ハ

電
気
推
進
装
置

二

船
橋
に
設
置
さ
れ
た
主
機
関
の
遠
隔
操
縦
装
置
並
び
に
主
機
関
の
関
連
諸
装
置
の
作

動
状
況
の
集
中
監
視
及
び
異
常
警
報
装
置

三

電
源
自
動
制
御
装
置

四

推
進
機
関
の
運
転
に
関
連
の
あ
る
潤
滑
油
ポ
ン
プ
、
燃
料
供
給
ポ
ン
プ
及
び
冷
却
ポ

ン
プ
の
予
備
ポ
ン
プ
へ
の
自
動
切
替
装
置

五

主
機
関
過
回
転
防
止
装
置
及
び
潤
滑
油
圧
力
低
下
に
対
す
る
保
護
装
置

六

主
機
関
の
燃
料
油
（
加
熱
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
潤
滑
油
及
び
冷
却
水
並
び

に
発
電
用
機
関
の
潤
滑
油
及
び
冷
却
水
の
自
動
温
度
制
御
装
置

七

燃
料
油
タ
ン
ク
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

船
底
外
板
及
び
船
側
外
板
を
そ
の
構
造
に
含
ま
な
い
も
の

ロ

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
・
ラ
イ
ン
を
有
す
る
も
の
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八

機
関
室
内
異
常
警
報
の
機
関
員
居
住
区
域
へ
の
表
示
装
置

九

機
関
室
内
火
災
探
知
装
置

十

機
関
室
内
ビ
ル
ジ
の
高
位
警
報
装
置

十
一

船
首
及
び
船
尾
の
係
留
用
ウ
ィ
ン
チ
の
遠
隔
制
御
装
置

十
二

衛
星
航
法
装
置

十
三

自
動
操
舵
装
置

だ

十
四

発
電
用
機
関
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

燃
料
油
（
加
熱
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
動
温
度
制
御
装
置
付
発
電
機
関

ロ

Ａ
重
油
専
用
発
電
機
関

ハ

タ
ー
ボ
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
ー

ニ

風
力
発
電
機
関

ホ

排
気
ガ
ス
浄
化
装
置
付
発
電
機
関

十
五

燃
料
油
タ
ン
ク
の
遠
隔
液
面
監
視
装
置
及
び
高
位
警
報
装
置

十
六

主
機
関
の
運
転
状
態
の
自
動
記
録
装
置

十
七

ビ
ル
ジ
処
理
装
置
（
油
水
分
離
機
能
及
び
油
の
焼
却
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
廃
油
焚
ボ
イ
ラ
ー

た

き
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十
八

汚
水
処
理
装
置
（
微
生
物
に
よ
る
処
理
及
び
塩
素
又
は
紫
外
線
に
よ
る
消
毒
を
行

う
も
の
に
限
る
。
）

十
九

海
事
衛
星
通
信
装
置

二
十

自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置

二
十
一

造
水
機
（
主
機
関
で
生
じ
た
廃
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
二

給
湯
機
（
主
機
関
で
生
じ
た
廃
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
三

推
進
関
係
機
器
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
エ
ア
・
シ

ー
ル
型
船
尾
管
軸
封
装
置
又
は
風
圧
抵
抗
軽
減
型
船
首

イ

推
進
効
率
改
良
型
プ
ロ
ペ
ラ
（
プ
ロ
ペ
ラ
・
ボ
ス
取
付
翼
、
ハ
イ
ス
キ
ュ
ー
・
プ

ロ
ペ
ラ
、
可
変
ピ
ッ
チ
・
プ
ロ
ペ
ラ
又
は
二
重
反
転
プ
ロ
ペ
ラ
に
限
る
。
）

ロ

推
進
効
率
改
良
型
舵
（
整
流
板
付
舵
、
フ
ラ
ッ
プ
付
舵
又
は
シ
リ
ン
グ
舵
に
限

か

じ

か

じ

か

じ

か

じ

る
。
）

ハ

船
尾
装
着
フ
ィ
ン

二
十
四

船
首
方
位
制
御
装
置

二
十
五

熱
効
率
改
良
装
置
（
排
気
ガ
ス
エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
、
軸
発
電
機
装
置
又
は
冷
却

清
水
熱
利
用
装
置
に
限
る
。
）
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二
十
六

ボ
イ
ラ
ー
を
有
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
Ａ
重
油
専
用
ボ
イ
ラ
ー
、
自
動
制
御

型
ボ
イ
ラ
ー
又
は
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
・
ボ
イ
ラ
ー

二
十
七

荷
役
用
の
サ
イ
ド
・
ポ
ー
ト
、
ラ
ン
プ
・
ウ
ェ
イ
又
は
暴
露
甲
板
の
鋼
製
ハ
ッ

チ
・
カ
バ
ー
（
ポ
ン
ツ
ー
ン
型
の
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
動
力
駆
動
装
置

二
十
八

コ
ン
テ
ナ
船
、
重
量
物
運
搬
船
（
制
限
荷
重
が
百
ト
ン
以
上
の
揚
貨
装
置
を
有

す
る
船
舶
を
い
う
。
）
又
は
油
タ
ン
ク
船
（
永
久
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
を
有
す
る
も
の

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
の
遠
隔
制
御
装
置

二
十
九

燃
料
油
タ
ン
ク
の
船
外
か
ら
の
注
油
管
の
弁
の
数
が
五
以
上
の
船
舶
（
当
該
弁

の
集
中
配
置
場
所
が
二
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
弁
の
遠
隔
制
御

装
置

三
十

ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
を
輸
送
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
液
体
貨
物
の
荷
役

装
置
の
遠
隔
制
御
装
置

三
十
一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
を
結
び
建
造
を
す
る
船
舶
（
建
造

契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ

た
も
の
）
に
あ
っ
て
は
、
二
千
四
年
の
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
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管
理
の
た
め
の
国
際
条
約
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
条
約
の
締
約
国
（
締
約
国
と

な
る
こ
と
を
予
定
す
る
国
を
含
む
。
）
が
承
認
（
当
該
条
約
の
発
効
前
の
承
認
を
含

む
。
）
を
し
た
バ
ラ
ス
ト
水
処
理
装
置

２

海
洋
汚
染
等

１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
二
十
七
号
か

及
び
海
上
災

ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
（
同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ

害
の
防
止
に

る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
船
舶
が
有
す
る
も
の
に
限
る

関
す
る
法
律

。
）
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
性
能

（
昭
和
四
十

一

令
和
二
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶

五
年
法
律
第

に
あ
っ
て
は
、
同
年
七
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

海
防
法
第
十
九

百
三
十
六

条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
（
以
下
「
二
酸
化
炭
素

号
。
以
下
「

放
出
抑
制
指
標
」
と
い
う
。
）
の
値
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ

海
防
法
」
と

の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る

い
う
。
）
第

こ
と
。

十
九
条
の
二

イ

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
に
関
す
る
基
準

十
六
第
一
項

を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
第
三
号
。
以
下
「
指
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に
規
定
す
る

標
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
等
（
以
下
「
タ

国
土
交
通
大

ン
カ
ー
等
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に
掲
げ
る
も

臣
の
確
認
を

の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算

受
け
な
け
れ

定
し
た
値

ば
な
ら
な
い

⑴

載
貨
重
量
ト
ン
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と
い
う
。
）
が
二
万
ト
ン

Dw

船
舶
（
下
欄

以
上
の
も
の

9
5
0
.
6
6
4
D
w
-
0
.
4
8
8

第
一
号
イ
か

⑵

が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

Dw

ら
ト
ま
で
に

1
,
2
1
8
.
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

掲
げ
る
用
途

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部
分
が
ば
ら
積
み
の
固

及
び
大
き
さ

体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に

の
船
舶
に
限

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

る
。
）

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
5
0
.
8
2
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
2
1
9
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
以
下
「
液
化

ガ
ス
ば
ら
積
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
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分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
7
3
.
6
D
w
-
0
.
4
5
6

⑴

Dw
が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
1
2
0
D
w
-
0
.
4
5
6

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
ば
ら
積
貨
物
船
（
以
下
「
ば
ら
積
貨

物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

7
5
0
.
1
9
6
2
D
w
-
0
.
4
7
7

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

9
6
1
.
7
9
D
w
-
0
.
4
7
7

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

ホ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
船
（
以
下
「
コ
ン
テ
ナ
船

」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
3
5
.
8
9
1
6
D
w
-
0
.
2
0
1

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
7
4
.
2
2
D
w
-
0
.
2
0
1

（0
.
8
8
-
0
.
1

）
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ヘ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
冷
凍
運
搬
船
（
以
下
「
冷
凍
運
搬
船

」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
7
7
.
0
6
7
8
D
w
-
0
.
2
4
4

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

2
2
7
.
0
1
D
w
-
0
.
2
4
4

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

ト

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
船
（
以
下
「
一
般
貨
物

船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

8
3
.
8
3
4
4
D
w
-
0
.
2
1
6

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
0
7
.
4
8
D
w
-
0
.
2
1
6

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

二

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
建
造
契
約

が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制

指
標
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
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定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
7
5
.
0
4
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
2
1
8
.
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
9
-
0
.
1

）

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部
分
が
ば
ら
積
み
の
固

体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
7
5
.
2
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
2
1
9
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
9
-
0
.
1

）

ハ

液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
9
6
D
w
-
0
.
4
5
6

⑴

Dw
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が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
1
2
0
D
w
-
0
.
4
5
6

（0
.
9
-
0
.
1

）

ニ

ば
ら
積
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

7
6
9
.
4
3
2
D
w
-
0
.
4
7
7

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

9
6
1
.
7
9
D
w
-
0
.
4
7
7

（0
.
9
-
0
.
1

）

ホ

コ
ン
テ
ナ
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
3
9
.
3
7
6
D
w
-
0
.
2
0
1

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
7
4
.
2
2
D
w
-
0
.
2
0
1

（0
.
9
-
0
.
1

）

ヘ

冷
凍
運
搬
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
8
1
.
6
0
8
D
w
-
0
.
2
4
4

⑴

Dw
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が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

2
2
7
.
0
1
D
w
-
0
.
2
4
4

（0
.
9
-
0
.
1

）

ト

一
般
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

8
5
.
9
8
4
D
w
-
0
.
2
1
6

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
0
7
.
4
8
D
w
-
0
.
2
1
6

（0
.
9
-
0
.
1

）

三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
建
造
契

約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一

日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

二
酸
化
炭

素
放
出
抑
制
指
標
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
3
5
.
9
8
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
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が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
2
1
8
.
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部
分
が
ば
ら
積
み
の
固

体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
3
6
.
1
5
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw
1
,
2
1
9
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ハ

液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
5
2
D
w
-
0
.
4
5
6

⑴

Dw
が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
1
2
0
D
w
-
0
.
4
5
6

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ニ

ば
ら
積
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
1
7
.
5
2
1
5
D
w
-
0
.
4
7
7

⑴

Dw



- 16 -

が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

9
6
1
.
7
9
D
w
-
0
.
4
7
7

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ホ

コ
ン
テ
ナ
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
4
8
.
0
8
7
D
w
-
0
.
2
0
1

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
7
4
.
2
2
D
w
-
0
.
2
0
1

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ヘ

冷
凍
運
搬
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
9
2
.
9
5
8
5
D
w
-
0
.
2
4
4

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

2
2
7
.
0
1
D
w
-
0
.
2
4
4

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

ト

一
般
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

9
1
.
3
5
8
D
w
-
0
.
2
1
6

⑴

Dw
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が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
0
7
.
4
8
D
w
-
0
.
2
1
6

（0
.
9
5
-
0
.
1

）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
が
次
に
掲
げ
る

船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素

放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
7
2
.
5
4
4
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
2
1
8
.
8
D
w

-
0
.
4
8
8

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部
分
が
ば
ら
積
み
の
固

体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
7
2
.
7
2
D
w
-
0
.
4
8
8

⑴

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw
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1
,
2
1
9
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

ハ

液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
8
5
.
6
D
w
-
0
.
4
5
6

⑴

Dw
が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
1
2
0
D
w
-
0
.
4
5
6

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

ニ

ば
ら
積
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
4
6
.
3
7
5
2
D
w
-
0
.
4
7
7

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

9
6
1
.
7
9
D
w
-
0
.
4
7
7

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

ホ

コ
ン
テ
ナ
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
5
3
.
3
1
3
6
D
w
-
0
.
2
0
1

⑴

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
7
4
.
2
2
D
w
-
0
.
2
0
1

（0
.
9
8
-
0
.
1

）
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ヘ

冷
凍
運
搬
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
9
9
.
7
6
8
8
D
w
-
0
.
2
4
4

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

2
2
7
.
0
1
D
w
-
0
.
2
4
4

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

ト

一
般
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

9
4
.
5
8
2
4
D
w
-
0
.
2
1
6

⑴

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
0
7
.
4
8
D
w
-
0
.
2
1
6

（0
.
9
8
-
0
.
1

）

３

海
防
法
第
十

１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
二
十
七
号
か

九
条
の
二
十

ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
（
同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ

六
第
一
項
に

る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
船
舶
が
有
す
る
も
の
に
限
る

規
定
す
る
国

。
）
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
性
能

土
交
通
大
臣

一

令
和
二
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
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の
確
認
を
受

に
あ
っ
て
は
、
同
年
七
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

二
酸
化
炭
素
放

け
な
け
れ
ば

出
抑
制
指
標
の
値
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ

な
ら
な
い
船

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

舶
（
下
欄
第

イ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船

一
号
イ
か
ら

（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の

ヘ
ま
で
に
掲

に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定

げ
る
用
途
及

し
た
値

び
大
き
さ
の

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

5
8
6
.
6
8
4
8
D
w
-
0
.
3
8
1

⑴

Dw

船
舶
に
限
る

が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

も
の
と
し
、

7
5
2
.
1
6
D
w
-
0
.
3
8
1

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

平
成
二
十
七

ロ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
以
下
「
ク
ル
ー

年
九
月
一
日

ズ
旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

以
前
に
建
造

防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
（

契
約
が
結
ば

昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
二
十
三
第
二
項
各
号
に
規
定
す

れ
た
船
舶
（

る
推
進
機
関
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
推
進
機
関
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の

建
造
契
約
が

に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
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な
い
船
舶
に

し
た
値

あ
っ
て
は
、

総
ト
ン
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と
い
う
。
）
が
八
万
五
千
ト
ン
以

⑴

Gt

平
成
二
十
八

上
の
も
の

1
3
3
.
2
5
5
2
G
t
-
0
.
2
1
4

年
二
月
二
十

が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Gt

九
日
以
前
に

1
7
0
.
8
4
G
t
-
0
.
2
1
4

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

建
造
に
着
手

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（
以
下
「
液

さ
れ
た
も
の

化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関

Dw

）
を
除
く
。

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

1
,
7
5
7
.
8
8
6
D
w
-
0
.
4
7
4

）

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船

（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の

に
限
る
も
の
と
し
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
搬
船
（
以
下
「
自
動
車

運
搬
船
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
9
6
.
0
1
7
D
w
-
0
.
4
9
8

⑴

Dw
が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
4
0
5
.
1
5
D
w
-
0
.
4
9
8

（0
.
8
8
-
0
.
1

）
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ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

で
除
し
た
値
が
〇
・

Dw

Dw

Gt

三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

6
4
7
.
6
9
8
8
D
w
-
0
.
4
7
1

（

）-
0
.
7

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る

Dw

も
の
を
除
く
。
）

1
,
5
0
4
.
4
8
2
9
D
w
-
0
.
4
7
1

二

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
建
造
契
約

が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制

指
標
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

6
3
9
.
3
3
6
D
w
-
0
.
3
8
1

⑴

Dw
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

7
5
2
.
1
6
D
w
-
0
.
3
8
1

（0
.
9
-
0
.
0
5

）

ロ

ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。



- 23 -

）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
4
5
.
2
1
4
G
t
-
0
.
2
1
4

⑴

Gt
が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Gt

1
7
0
.
8
4
G
t
-
0
.
2
1
4

（0
.
9
-
0
.
0
5

）

ハ

液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る

Dw

も
の
に
限
る
。
）

1
,
8
0
2
.
9
6
D
w
-
0
.
4
7
4

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
自

動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
1
9
4
.
3
7
7
5
D
w
-
0
.
4
9
8

⑴

Dw
が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
4
0
5
.
1
5
D
w
-
0
.
4
9
8

（0
.
9
-
0
.
0
5

）

ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

で
除
し
た
値
が
〇
・

Dw

Dw

Gt

三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

6
6
3
.
3
0
6
D
w
-
0
.
4
7
1

（

）-
0
.
7

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る

Dw
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も
の
を
除
く
。
）

1
,
5
4
0
.
7
3
5
5
D
w
-
0
.
4
7
1

三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
建
造
契

約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一

日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

二
酸
化
炭

素
放
出
抑
制
指
標
が
次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

6
7
6
.
9
4
4
D
w
-
0
.
3
8
1

⑴

Dw
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

7
5
2
.
1
6
D
w
-
0
.
3
8
1

（0
.
9
5
-
0
.
0
5

）

ロ

ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
5
3
.
7
5
6
G
t
-
0
.
2
1
4

⑴

Gt
が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Gt

1
7
0
.
8
4
G
t
-
0
.
2
1
4

（0
.
9
5
-
0
.
0
5

）
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ハ

液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る

Dw

も
の
に
限
る
。
）

1
,
9
1
5
.
6
4
5
D
w
-
0
.
4
7
4

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
自

動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
2
6
4
.
6
3
5
D
w
-
0
.
4
9
8

⑴

Dw
が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw
1
,
4
0
5
.
1
5
D
w
-
0
.
4
9
8

（0
.
9
5
-
0
.
0
5

）

ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

で
除
し
た
値
が
〇
・

Dw

Dw

Gt

三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

7
0
2
.
3
2
4
D
w
-
0
.
4
7
1

（

）-
0
.
7

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る

Dw

も
の
を
除
く
。
）

1
,
6
3
1
.
3
6
7
D
w
-
0
.
4
7
1

四

前
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
が
次
に
掲
げ
る

船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素

放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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イ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

6
9
9
.
5
0
8
8
D
w
-
0
.
3
8
1

⑴

Dw
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

7
5
2
.
1
6
D
w
-
0
.
3
8
1

（0
.
9
8
-
0
.
0
5

）

ロ

ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
5
8
.
8
8
1
2
G
t
-
0
.
2
1
4

⑴

Gt
が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Gt

1
7
0
.
8
4
G
t
-
0
.
2
1
4

（0
.
9
8
-
0
.
0
5

）

ハ

液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る

Dw

も
の
に
限
る
。
）

1
,
9
8
3
.
2
5
6
D
w
-
0
.
4
7
4

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
自

動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
3
0
6
.
7
8
9
5
D
w
-
0
.
4
9
8

⑴

Dw
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が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

⑵

Dw

1
,
4
0
5
.
1
5
D
w
-
0
.
4
9
8

（0
.
9
8
-
0
.
0
5

）

ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

で
除
し
た
値
が
〇
・

Dw

Dw

Gt

三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

7
2
5
.
7
3
4
8
D
w
-
0
.
4
7
1

（

）-
0
.
7

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る

Dw

も
の
を
除
く
。
）

1
,
6
8
5
.
7
4
5
9
D
w
-
0
.
4
7
1

備
考一

そ
の
構
造
又
は
航
行
の
態
様
に
よ
り
こ
の
表
に
掲
げ
る
構
造
等
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
等
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

二

こ
の
表
に
掲
げ
る
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
等
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
構

造
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
二
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番
号

船

舶

構

造

等

１

総
ト
ン
数
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置

二
千
ト
ン
以

一

別
表
一
１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置

上
の
船
舶

二

発
電
用
機
関
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

燃
料
油
（
加
熱
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
動
温
度
制
御
装
置
付
発
電
機
関

ロ

Ａ
重
油
専
用
発
電
機
関

ハ

タ
ー
ボ
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
ー

三

推
進
関
係
機
器
、
推
進
効
率
改
良
装
置
又
は
推
進
効
率
改
良
型
船
型
（
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

推
進
効
率
改
良
型
舵
（
整
流
板
付
舵
、
フ
ラ
ッ
プ
付
舵
又
は
シ
リ
ン
グ
舵
に
限

か

じ

か

じ

か

じ

か

じ

る
。
）

ロ

船
尾
装
着
フ
ィ
ン

ハ

燃
料
改
質
器

ニ

空
気
潤
滑
シ
ス
テ
ム

ホ

バ
ト
ッ
ク
フ
ロ
ー
船
型
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ヘ

エ
ラ
船
型

ト

船
尾
バ
ル
ブ

四

船
首
方
位
制
御
装
置

五

サ
イ
ド
ス
ラ
ス
タ
ー

六

推
進
効
率
改
良
型
プ
ロ
ペ
ラ
（
プ
ロ
ペ
ラ
・
ボ
ス
取
付
翼
、
ハ
イ
ス
キ
ュ
ー
・
プ
ロ

ペ
ラ
、
可
変
ピ
ッ
チ
・
プ
ロ
ペ
ラ
、
二
重
反
転
プ
ロ
ペ
ラ
、
ポ
ッ
ド
プ
ロ
ペ
ラ
、
プ
ロ

ペ
ラ
前
部
放
射
状
型
取
付
翼
、
二
軸
型
ポ
ッ
ド
プ
ロ
ペ
ラ
又
は
二
軸
型
可
変
ピ
ッ
チ
プ

ロ
ペ
ラ
に
限
る
。
）

七

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
（
船
内
居
住
空
間
に
設
置
す
る
全
て
の
照
明
器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明

器
具
と
す
る
場
合
の
当
該
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
に
限
る
。
）

八

バ
ル
バ
ス
バ
ウ
又
は
バ
ル
ブ
レ
ス
船
首
船
型

九

衝
突
予
防
援
助
装
置

十

熱
効
率
改
良
装
置
（
排
気
ガ
ス
エ
コ
ノ
マ
イ
ザ
ー
、
軸
発
電
機
装
置
又
は
冷
却
清
水

熱
利
用
装
置
に
限
る
。
）

十
一

ボ
イ
ラ
ー
を
有
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
Ａ
重
油
専
用
ボ
イ
ラ
ー
又
は
自
動
制
御

型
ボ
イ
ラ
ー
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十
二

荷
役
用
暴
露
甲
板
の
鋼
製
ハ
ッ
チ
・
カ
バ
ー
（
ポ
ン
ツ
ー
ン
型
の
も
の
を
除
く
。

）
を
有
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
動
力
駆
動
装
置

十
三

コ
ン
テ
ナ
船
又
は
重
量
物
運
搬
船
（
制
限
荷
重
が
百
ト
ン
以
上
の
揚
貨
装
置
を
有

す
る
船
舶
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
の
遠
隔
制
御
装
置

十
四

船
舶
検
査
証
書
（
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の

船
舶
検
査
証
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又
は
川
の
み

を
航
行
区
域
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
船
舶
自
動
識

別
装
置

十
五

船
舶
検
査
証
書
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又
は
川
の
み
を
航
行
区
域
と
す
る

旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
加
水
分
解
型
の
摩
擦
抵
抗
低
減
塗

料
が
船
底
外
板
及
び
船
側
外
板
の
外
面
で
満
載
喫
水
線
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
運
輸
省

令
第
三
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
六
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
海
水
満
載
喫
水
線
よ
り
下
方
の
部
分

（
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
型
深
さ
の
下
端
か
ら
舷

端
ま
で
の
最
小
の
深
さ
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
位
置
に
お
け
る
計
画
満
載
喫
水
線
に

平
行
な
線
よ
り
下
方
の
部
分
）
に
塗
布
さ
れ
た
船
体
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２

総
ト
ン
数
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置

五
百
十
ト
ン

一

別
表
一
１
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三

以
上
二
千
ト

号
に
掲
げ
る
装
置

ン
未
満
の
船

二

１
の
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十

舶

五
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置
（
同
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十

五
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
船

舶
が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

３

総
ト
ン
数
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置

三
百
ト
ン
以

一

別
表
一
１
の
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲

上
五
百
十
ト

げ
る
装
置

ン
未
満
の
船

二

１
の
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、

舶

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置
（
同
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら

の
号
に
規
定
す
る
船
舶
が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）



- 32 -

４

総
ト
ン
数
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置

三
百
ト
ン
未

一

別
表
一
１
の
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
装
置

満
の
船
舶

（
燃
料
油
に
軽
油
を
使
用
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
七
号
の
装
置
を
、
機
関
員
居

住
区
域
を
有
し
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
八
号
の
装
置
を
、
専
ら
短
距
離
航
路
等

を
航
行
す
る
船
舶
運
航
事
業
に
用
い
ら
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
十
三
号
の
装
置

を
除
く
。
）

二

１
の
項
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五

号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
装
置
（
同
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る

構
造
及
び
装
置
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
船
舶
が
有
す
る
も
の

に
限
る
も
の
と
し
、
発
電
用
機
関
に
軽
油
を
使
用
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号

の
装
置
を
、
プ
ロ
ペ
ラ
を
有
さ
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
六
号
の
装
置
を
、
傾
斜

型
船
首
を
有
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
同
項
第
八
号
の
構
造
を
除
く
。
）

備
考一

そ
の
構
造
又
は
航
行
の
態
様
に
よ
り
こ
の
表
に
掲
げ
る
構
造
等
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
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れ
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
等
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

二

こ
の
表
に
掲
げ
る
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
等
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
構

造
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


